
 

無断転載禁止 
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照会事項（回答） 

 

  第一東京弁護士会会長 殿 

 

回答日              

回答者              

氏名                 印  

（担当    ）  

 

 

  貴会会長よりの弁護士法第23条の２に基づく照会につき、下記のとお

り回答します。 

 

 照 会 事 項  

 

 電話番号090-●●●●-●●●●の携帯電話について、令和７年５月

時点における以下の事項につきご回答下さい。 

 

 １ 契約者の氏名及び住所 

 ２ 契約者の電話番号及び連絡先電話番号 

 ３ 請求書又は領収書の送付先の氏名及び住所 

 ４ 当該電話番号が、MNPにより番号転出している場合はその事実及

び、貴社が当該電話番号の管理事業者であるときは、電話番号使用

中事業者グループ名 

 ５ 当該電話番号に対する電話料金の引落口座 
以 上  

 

＊１ 照会先携帯電話会社については、インターネット上の「携帯電話キャリア検索」等により、

携帯電話番号から特定することがある程度可能である。 

＊２ 携帯電話会社によっては、弁護士会照会に応じない場合がある。 

 

 


